
国分寺市民けやき運動場 使用上の注意                  令和 2 年 4月 1 日 

 

① この運動場の団体貸切使用をご希望の方は、「国分寺市民スポーツセンターで使用許可手続き」を行

なって下さい。 

② この運動場を貸切使用する場合は「国分寺市民スポーツセンターへ使用許可書を提示」して下さい。 

③ この運動場を使用する場合、人工芝の維持に不適切な器具等の使用は禁止します。 

④ 野球、サッカー、フットサル等において使用者がスパイク付きの靴を使用する場合は必ず人工芝専用

の靴を使用して下さい。 

⑤ トイレはけやき公園内又は国分寺市民スポーツセンターをご利用ください。 

⑥ 更衣室は国分寺市民スポーツセンター内の更衣室をご利用下さい。 

⑦ 人工芝内へ水以外の飲食の持ち込みを禁止します。（団体貸切使用で熱中症等健康管理上必要な飲み

物については除く）また、水以外の飲み物を摂取する場合は、人工芝以外の場所（ダッグアウト又は

場外）でお願いいたします。 

⑧ 運動場貸切使用後は、塁ベース周辺の土をブラシ等で元に戻して下さい。 

⑨ 気象状況等により運動場使用を不適切と判断した場合は使用を中止とします。 

⑩ この運動場は、団体貸切使用がない場合には、午前 9 時より午後 5 時まで第 3 月曜日（祝日の場合は

翌開場日）を除き、どなたでも自由に使用することができます。 

上記時間以外は運動場維持管理の都合上施錠しますのでご利用はできません。 

※地震災害等緊急時には，チェーンを切るか色の違うリングを手で外して入場してください。 

⑪ 団体貸切使用以外で使用される場合、気象状況等により人工芝以外の土の部分の使用を禁止すること

があります。 

⑫ 団体貸切使用以外で使用される場合、ゴルフ・テニス等クラブやラケット等の器具を使用するものは

禁止します。使用者が多い場合、バットを使っての野球は禁止します。 

⑬ 動物を連れて運動場内に入らないで下さい。 

⑭ 他人に危険や迷惑となる行為はしないで下さい。 

⑮ 酒気を帯びて入場しないで下さい。 

⑯ 花火等火を使用することは禁止します。 

⑰ 喫煙は禁止です。 

⑱ ゴミ、その他汚物等は必ず自分で持ち帰って下さい。 
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